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【お問い合わせ】 保健福祉課　健康づくり班　☎889ｰ7381

子どもたちの生活習慣病は
　　　　　　始まっている？？？

学童期における生活習慣病予防健診の結果から
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有所見値

小学5年生

起床時間
６時台
７時台
８時以降
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６０．４％
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・テレビ視聴
・インターネット・ゲーム
・塾、部活

※生活リズム調査時期
（H28年7月23日～8月31日）

スナック菓子
菓子パン
チューチュー
チョコ
レモンティー
乳酸飲料
炭酸飲料

就寝時間

中学2年生 小学5年生
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飲み物

中学2年生

小学５年生
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小学5年生・中学2年生で
約30％の受診率でした。２６.５

３３.２
１９.６

合計
小学5年生
中学2年生

内訳

受診数 （再）男子 （再）女子 受診率

１．受診状況

2．受診結果と生活の様子

　H28年7月～10月にかけて小学5年生と中学2年生を対象とした学童期に
おける生活習慣病予防健診と保健指導を実施しました。その結果から見えて
きた事を報告したいと思います。

　表2より、中性脂肪やHｂA1c（ヘモグロビンエーワンシー）など毎日の食べ方や動き方などを推測する項目
で有所見が見られました。特にHbA1ｃは過去１～２ヶ月の血糖平均値を現しています。これらの値が長期に
わたって続くことで生活習慣病に繋がっていきます。このような結果の背景の要因として健診と同時に実施
した生活リズム調査からは起床時間や就寝時間のズレや砂糖・油の取り方に大きな課題が見られました。（表
3．4）子ども達の将来の健康を守るために、家庭や学校、地域全体で考えていきましょう。

（表1）

（表２）健診結果

（表３）就寝時間と起床時間 （表４）おやつ・飲み物
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無料法律相談

〒901-1111　南風原町字兼城683番地 12仲里ビル3-A
南風原町役場となり　☎098-889-8831

業務時間
平日：9:00～18:00
休日：土、日、祝日
※事前にご予約いただければ、
平日 18:00 以降のご相談も
受け付けております。司法書士　佐久川　聡

●土地・建物の売買・贈与・相続に
よる名義変更
●抵当権の設定や抹消

不動産
の登記

●会社の設立、解散、役員変更な
どの登記手続き
●定款変更

会社
の登記

●140万円以下の裁判代理業務、
示談交渉、内容証明郵便の作成
●訴状、成年後見申立書などの作成

裁判事務
手続き

●任意整理、個人再生、自己破産
などの手続き
●過払い金の回収

債務
整理

●遺言、生前贈与、遺産分割協議
などの相続対策
●相続の放棄

相続
手続き

さ　く　がわ 　さとし

就学援助制度

・町外の認可外保育施設（園）に通う児童に対して保護者の経済的負担を減らすために、保育料の一部を
　助成しております。

南風原町に住んでおり、町外の認可外保育施設（園）に通う児童

申請の受付は、半年ごとに行います。（年度中2回：9月と3月）

町指定書類をこども課窓口で受け取るか、ホームページからプリントしてください。

平成28年10月～平成29年3月分保育料

3月1日（水）～3月15日（水）締め切り（※申請期限を過ぎると受付できません。）
月額　1,500円　※申請後、内容を審査します。

※地域型保育施設（他市町村から認可を受けている施設）・私立幼稚園については申請対象外となります。
※町内の認可外保育施設（園）には別途「運営補助金」や「歯科検診補助金」などを助成しております。

＜対 象 児 童＞

＜申 請 方 法＞

＜提 出 書 類＞

＜申請対象期間＞

＜申 請 期 限＞

＜助 成 額＞

～南風原町外（他市町村）の認可外保育園へ通う児童の保護者の皆さまへ～
町外認可外保育施設（園）利用の助成手続き

就学援助制度
○就学援助制度とは

　南風原町では小・中学校に通うお子さんが、楽しく安心して就学できるよう、経済的にお困りのご
家庭に学用品費や給食費など費用の一部を援助する制度を設けております。

○受付期間

　平成 29年度の申請は４月３日より受付を開始します。
　※認定月によって援助費などが変わりますのでお早めに申請をお願いいたします。
　※前年度に認定を受けていた方も再度申請が必要となります。

○援助対象者

　①現在、生活保護を受けている方
　②前年度または当該年度において、生活保護を停止または廃止された方
　③市町村民税の課税を受けていない方
　④世帯の収入が、町が規定する基準額未満の方

○援助内容

　学用品費、通学用品費、修学旅行費、給食費など。

○申請書の配布・受付場所

　役場４階　教育総務課（申請書は３月下旬ごろより町のホームページにも掲載予定です。）

【お問い合わせ】 教育総務課　☎889-2620

【お問い合わせ】 こども課　☎889-7028


